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令和７年 第２回砂川地区保健衛生組合議会定例会 

 

                        令和７年１１月２８日（金曜日） 

 

〇議事日程 

     開 会 宣 告  

     開 議 宣 告 

日程第１ 会議録署名議員指名 

          議事日程報告 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 主要行政報告 

日程第４ 議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例の制定について 

日程第５ 議案第２号 砂川地区保健衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改 

           正する条例の制定について 

日程第６ 議案第３号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

日程第７ 議案第４号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第８ 議案第６号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第９ 議案第５号 令和６年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を求めることに

ついて 

報告第１号 事務報告書の提出について 

報告第２号 定期監査報告 

報告第３号 例月出納検査報告 

      

〇本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員指名 

      三本英司 議員 

      笹木笑子 議員 

議事日程報告 

日程第２ 会期の決定 

      自 １１月２８日  至 １１月２８日  １日間 

日程第３ 主要行政報告 

日程第４ 議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一 

           部を改正する条例の制定について 

日程第５ 議案第２号 砂川地区保健衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改 

           正する条例の制定について 
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日程第６ 議案第３号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

日程第７ 議案第４号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関 

する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第８ 議案第６号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第９ 議案第５号 令和６年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を求めることに

ついて 

報告第１号 事務報告書の提出について 

報告第２号 定期監査報告 

報告第３号 例月出納検査報告 

 

〇出席議員（９名） 

   議 長 多比良 和 伸 

   議 員 柴 田 一 孔 

       三 本 英 司 

川 畑 智 昭 

       奥 山 光 一 

沢 田 広 志 

川 野 敏 夫 

大 関 光 敏 

越 前   等 

        

〇欠席議員（１名） 

   副議長 中 川 清 美 

 

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇 

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。 

    組 合 長      飯 澤 明 彦 

   監 査 委 員      中 村 一 久 

２．組合長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。 

   副 組 合 長      井 上   守 

    事 務 局 長      堀 田 一 茂 

    事 務 局 次 長      中 山 智 宏 

３．監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。 

    監 査 事 務 局 局 長      下 道 くみこ 

４．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。 

   事 務 局 係 長      階 上 五 月 
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開会前に、ご報告申し上げます。組合議員でありました沢田広志議員より、令和７年３

月１８日付けをもって辞職願いが提出され、同日付けでこれを許可したものであります。 

なお、砂川地区保健衛生組合規約第６条第４項の規定により、令和７年３月１９日付で砂

川市議会より新たに辻勲議員を選出した旨、通知がありましたのでご報告申し上げます。 

ここで、辻勲議員より一言ご挨拶をお願いします。 

              

○辻議員 

 辻勲でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

開会 午後１時２４分 

 

     ◎開会宣告 

〇議長 

これより令和７年第２回砂川地区保健衛生組合議会定例会を開会します。 

 

    ◎開議宣告 

〇議長 

直ちに本日の会議を開きます。 

〇議長 

 議員の欠席・遅参報告について事務局から報告させます。 

○事務局次長 

 ご報告申し上げます。中川議員から、議長に欠席の届け出がありましたのでご報告いた

します。 

     

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議長 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員として三本英司議員及び 

笹木笑子議員を指名します。 

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

     ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会は、１１月２８日、１日間としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認め、会期は１１月２８日、１日間と決定しました。 
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◎日程第３ 主要行政報告 

 

〇議長 

日程第３、主要行政報告を求めます。 

（事務局長挙手） 

事務局長。 

〇事務局長 

それでは、令和７年４月以降の保健衛生組合の主要行政について、ご報告申し上げます。

資料１主要行政報告をご覧ください。 

１．総務関係では、衛生組合定期監査、令和６年度組合会計決算審査及び例月出納検査

につきましては、記載の日程で実施されたところであります。 

２．共同事務では、はじめに、火葬場施設に関する事務について「吉野斎苑」の火葬炉・

動物炉の使用状況は、本年４月から９月まで、遺体が２４４件、死胎・その他が３件、動

物が３７６件であり、前年度との比較につきましてはそれぞれ記載のとおりであります。 

次に、ごみ処理施設に関する事務については、「クリーンプラザくるくる」へのごみ搬

入状況であります。本年４月から９月まで、可燃ごみから資源ごみ及び危険ごみまでの搬

入量は、合計欄の最下欄に記載のとおり、合計で４３３万２，１３０㎏であり、前年度と

比較して１８万９，５２０kg の減、率にして９５．８１％、４．１９％の減であります。 

次に、「中・北空知エネクリーン」への可燃ごみ搬送量であります。本年４月から９月

まで、２８５万４，９６０㎏であり、前年度と比較して９万７，５４０㎏の減、率にして

９６．７０％、３．３０％の減であります。なお、「クリーンプラザくるくる」へ搬入さ

れた可燃ごみ合計２５４万８，９３０kgとの差につきましては、不燃ごみ・粗大ごみ・生

ごみ・資源ごみを再分別した結果、可燃ごみに加えたことによるものであります。 

以上、主要行政報告の説明といたします。 

 

◎日程第４ 議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

〇議長  

日程第４、議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

（事務局長挙手） 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

 議案第１号 砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明申し上げます。 

改正の理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の趣旨を踏まえ、本組合職員に
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対する仕事と育児の両立支援制度等に係る意向確認の措置等について定めるとともに、条

文を整理するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

次のページは、砂川地区保健衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例でありますが、説明にあたりましては３ページ議案第１号附属説明資料の新旧 

対照表によりご説明申し上げます。 

向かいまして左が現行、右が改正後となっており、改正部分にはアンダーラインを表示

しております。なお、改正内容につきましては、要点となる部分の説明とさせていただき

ます。 

第１６条は「介護休暇」の定めであり、第１項中「第１６条の３第１項」を「第１６条

の４第１項」に改めるものであります。 

４ページに移ります。第１６条の４は「勤務環境の整備に関する措置」の定めであり、

同条を第１６条の５とし、第１６条の３は「配偶者等が介護を必要とする状況に至った職

員に対する意向確認等」の定めであり、同条中「申告、請求又は申出 (同条 において「請

求等」という。)」を「請求等」に改め、同条を第１６条の４とするものであります。 

３ページに戻ります。第１６条の２の次に１条追加し、第１６条の３は「妊娠、出産等

についての申出をした職員に対する意向確認等」について定めるものであり、同条第１項

では、任命権者は、職員から妊娠、出産等について申出があった場合における措置を講ず

るに当たっては、当該職員対して、仕事と育児の両立に資する制度又は措置その他の事項

を知らせるための措置等を講じる義務を定めるものでありま す。 

４ページ、同条第２項では、３歳に満たない子を養育する職員対して、３歳になるまで

の適切な時期に、仕事と育児の両立に資する制度又は措置その他の事項を知らせるための 

措置等を講じる義務を定め、同条第３項では、任命権者は、意向を確認した事項の取り扱

いに当たっては、当該意向に配慮しなければならないと定めております。 

附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

（なし）   

これで質疑を終ります。 

 つづいて討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（なし） 

 討論なしと認め、これで討論を終ります。 

これより議案第１号を採決します。 

 本案を原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。 
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◎日程第５ 議案第２号 砂川地区保健衛生組合職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

〇議長  

日程第５、議案第２号 砂川地区保健衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

（事務局次長挙手） 

事務局次長。 

〇事務局次長  

議案第２号 砂川地区保健衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明申し上げます。 

改正の理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い本

組合職員に対する部分休業制度を拡充するとともに、条文を整理するため、本条例の一部

を改正しようとするものであります。 

次のページは、砂川地区保健衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例でありますが、説明にあたりましては４ページの議案第２号附属説明資料の新旧対照 

表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後となっており、改正部 

分にはアンダーラインを表示しております。なお、改正内容につきましては、要点となる

部分の説明とさせていただきます。 

第 1 条は「趣旨」の定めであり、同条中「第１４条、第１５条並びに第１９条第１項及

び第２項」を「第１５条並びに第１９条第１項から第３項まで及び第５項」に改めるもの

であります。 

第１５条は「部分休業をすることができない職員」の定めであり、第１項第２号中「及

び勤務日ごとの勤務時間」を削り「除く」の次に「次条において同じ。)」を加えるもので

あります。 

第１６条は「部分休業の承認」の定めであり、同条の見出し中「部分休業」を「第１号

部分休業」に改め、第１項中、「部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員にあって

は、当該非常勤職員ついて定められた動務時間)の始め又は終わりにおいて、」を「育児休

業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定する部分休業 (以

下「第１号部分休業」という。)の承認は」に改め、第２項中「による育児時間」の次に「(以

下「育児時間」という。) 」を加え、「職員に対する部分休業」を「職員 (非常勤職員を 

除く。)に対する第１号部分休業」に改めるものであります。同条３項の全文を改め、非常

勤職員に対する第１号部分休業の承認について定めるものであります。 

第１６条の次に４条を加え、第１６条の２は１年につき勤務日１０日相当の範囲内で、時

間単位で取得可能な第２号部分休業について、日ごとの勤務時間に分単位の時間がある場 

合や部分休業の残時間に１時間未満の端数がある場合などに１時間未満の時間でも部分休

業が承認されるよう定め、第１６条の３は育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年
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間の期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとすると定め、６ページにわたり、第

１６条の４は第２号部分休業の１年当たりの取得上限時間を定め、第１６条の５は部分休

業の申出内容の変更が可能な特別の事情を定めるものであります。 

第１７条は「部分休業をしている職員の給与の取扱い」の定めであり、第１項中「部分

休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業」に、「給与額」を「１時間当

たりの給与額」に改め、同条第２項中「部分休業」を「育児休業法第１９条第１項に規定

する部分休業に改めるものであります。 

第１８条は「部分休業の承認の取消事由」の定めであり全文を改めるものであります。 

附則第１項は、「施行期日」の定めであり、この条例は公布の日から施行し、第２項は

「経過措置」の定めであり、令和７年度は、施行日から令和８年３月３１日までの施行と

なるため、職員が１年につき請求できる部分休業の取得上限時間を２分の１とする旨を定

めるものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇議長   

これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

（なし）   

これで質疑を終ります。 

 つづいて討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（なし） 

 討論なしと認め、これで討論を終ります。 

これより議案第２号を採決します。 

 本案を原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 ご異議なしと認め、原案のとおり承認されました。 

 

◎日程第６ 議案第３号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正

する条例の制定について 

 

〇議長 

 日程第６、議案第３号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例の

制定について提案者の説明を求めます。 

（事務局次長挙手） 

事務局次長。 

〇事務局次長 

議案第３号 砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定につい
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てご説明申し上げます。 

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本組合職員の給料月額、通勤手当、期末

手当及び勤勉手当を改定するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

次のページは、砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部を改正する条例であります

が、説明にあたりましては７ページの議案第３号附属説明資料１の新旧対照表によりご説

明申し上げます。 

向かいまして左が現行、右が改正後となっており、改正部分にはアンダーラインを表示

しております。なお、改正内容につきましては、要点となる部分の説明とさせていただき

ます。 

第１条は、砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部改正であります。 

第１０条は、「通勤手当」の支給の定めであり、８ページに渡り、第２項第２号ウから

スまでを改正後のアンダーラインの記載とおりに改めるものであります。 

第１９条は、「期末手当」の支給の定めであり、第２項中「１００ 分の１２５」を「６

月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給する場合においては１００

分の１２７．５」に改め、第３項中「１００ 分の７０」を「６月に支給する場合において

は１００分の７０、１２月に支給する場合においては１００分の７２．５」に改めるもの

であります。 

第２０条は、「勤勉手当」の支給の定めであり、第２項中「１００分の１０５」を「６

月に支給する場合においては１００分の１０５、１２月に支給する場合においては１００

分の１０７．５」に改め、第３項中「１００分の５０」を「６月に支給する場合において

は１００分の５０、１２月に支給する場合においては１００分の５２．５」に改めるもの

であります。 

別表１は、給料表の改正であり、戻りまして４ページから６ページまでに記載されてい

るとおり改めるものであります。 

９ページの中段をご覧ください。 

第２条は、 同じく砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の一部改正であります。条の定

めは第１条と同様であります。１０ページ、第１０条第２項第２号ス中「片道６０キロメ

ートル以上」を「片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満」に改め、次にセから

ナまで追加し、改正後のアンダーラインに記載のとおりとするものであります。 

第１９条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１２５、１２月に支給す

る場合においては１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、第３項

中「６月に支給する場合においては１００分の７０、１２月に支給する場合においては１

００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に改めるものであります。 

第２０条第２項中「６月に支給する場合においては１００分の１０５、１２月に支給す

る場合においては１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改め、第３項

中「６月に支給する場合においては１００分の５０、１２月に支給する場合においては１

００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に改めるものであります。 

１２ページをご覧ください。 
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附則第 1 項、第２項は「施行期日等」の定めであり、第１項、この条例は、公布の日か

ら公布します。ただし、第２条の規定は令和８年４月１日から施行するものであります。 

第２項、第１条の規定による改正後の砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例 (以下「新

条例」といいます。)の規定は令和７年４月１日から適用するものであります。  

第３項は、「経過措置」の定めであり、新条例の規定を適用する場合においては、第 1 

条の規定による改正前の砂川地区保健衛生組合職員諸給与条例の規定に基づいて支給され

た給与は新条例の規定による給与の内払とするものであります。なお、１３ページから２

０ページまで議案第３号附属説明資料№.２新旧給料比較表を添付しておりますのでご高

覧の上よろしくご審議賜りますようお願いし申し上げます。 

 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

（なし）   

これで質疑を終ります。 

 つづいて討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（なし） 

 討論なしと認め、これで討論を終ります。 

これより議案第３号を採決します。 

本案を原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認め、原案のとおり承認されました。 

 

◎日程第７ 議案第４号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

〇議長  

 日程第７、議案第４号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について提案者の説明を求めます。 

（事務局次長挙手） 

事務局次長。 

〇事務局次長 

議案第４号 砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本組合会計年度任用職員の給料月額を改

定するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 
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次のページは、砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例でありますが、説明にあたりましては５ページの議案第４号附属 

説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後と

なっており、改正部分にはアンダーラインを表示しております。なお、改正内容につきま

しては、要点となる部分の説明とさせていただきます。 

別表１「給料表」を改正後のアンダーラインに記載のとおり改めるものであります。 

９ページをご覧ください。附則第１項は、「施行期日等」を定めるものであります。こ

の条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の砂川地区保健衛生組合会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」といいます。)の規定は、令和

７年４月１日から適用するものであります。 

第２項、第３項、第４項は「経過措置」を定めるものであ ります。 

第２項は、新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の砂川地区

保健衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給 

された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなします。 

第３項は、令和７年１１月３０日までに退職し、かつ、同年１２月１日時点で在籍して

いないフルタイム会計年度任用職員の同年４月１日から同年１１月３０日までの給料の支

給は、新条例の規定にかかわらず、改正前の砂川地区保健衛生組合会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給されます。 

第４項は、前項の「フルタイム会計年度任用職員」を「パ一トタイム会計年度任用職員」、

「給料」を「報酬」に読み替えるものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

（なし）   

これで質疑を終ります。 

 つづいて討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（なし） 

 討論なしと認め、これで討論を終ります。 

これより議案第４号を採決します。 

 本案を原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 ご異議なしと認め、原案のとおり承認されました。  

 

◎日程第８ 議案第６号 専決処分の承認を求めることについて 
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〇議長 

 日程第８、議案第６号 専決処分の承認についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

（事務局次長挙手） 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

議案第６号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、次の北海道市町村職員退職手当組合規約

の一部変更について専決処分したものであります。専決処分年月日は、令和７年９月５日、

専決処分の理由でありますが、北海道市町村職員退職手当組合の構成団体である江差町・ 

上ノ国町学校給食組合が解散により脱退したことに伴い北海道市町村職員退職手当組合規

約の一部変更について協議するため、地方自治法第２８６条第１項及び同法第２９０条の

規定に基づき、議会の議決により協議を要するものでありますが、議会を招集する時間的

余裕がないため、当該規約の一部変更を専決処分したので承認を求めるものであります。 

２ページをお開き願います。専決処分書になります。 

３ページは、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約でありますが、

説明は４ページの附属説明資料新旧対照表でご説明いたします。左が現行、右が変更後で

変更部分にはアンダーラインを表示しております。 

別表(２)一部事務組合及び広域連合の表、檜山管内の項中 「、江差町 ・ 上ノ国町学校

給食組合」を削るものであります。 

附則は、この規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日か

ら施行するものであります。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

（なし）   

これで質疑を終わります。 

 つづいて討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（なし） 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これより議案第６号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 ご異議なしと認め、原案のとおり認定されました。 
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◎日程第９ 議案第５号 令和６年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を

求めることについて 

 

〇議長 

日程第９、議案第５号 令和６年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を求めること

についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

（事務局次長挙手） 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

 議案第５号 令和６年度砂川地区保健衛生組合会計決算の認定を求めることについて、

別冊の令和６年度保健衛生組合会計歳入歳出決算書をご覧ください。 

１ページをお開きください。決算の概要を申し上げます。  

はじめに、一般概要について、当初予算は３億６千４百７３万７千円を計上、途中３百

３５万８千円の増額補正を行い、 最終予算額は３億６千８百９万５千円となりましたが、

決算額は３億５千１百８１万２千１２４円、執行率９５．６%となり、予算に対して１千６

百２８万２千８百７６円の減額となったところであります。 

次に、歳入についてでありますが、内訳は分担金及び負担金２億８千１百５３万９千７

１８円で構成比８０．０％、使用料及び手数料５千８百４９万４４０円で構成比１６．６％

諸収入１千１百７８万１千９６６円で構成比３．４％となったところであります。なお、

歳入の分担金は各市町に係る火葬場・ゴミ処理施設についてはそれぞれ負担を求め、また

共同で処理する事務に要する経費は所定の負担割合に基づいて負担を求めたものでありま

す。内訳は、砂川市１億５千９百１２万８千６１９円、奈井江町４千６百５９万２円、浦

臼町１千９百７０万７千２２９円、 歌志内市２千９百１３万７千２０円、上砂川町２千６

百９７万６千８４８円となったところであります。 

次に歳出ですが、内訳は議会費５万７千３４０円、総務費６５万８千５１１円で構成比 

０．２％、保健衛生費３億５千１百９万６千２７３円で構成比９９．８％となりました。 

なお、保健衛生費の内訳は、火葬場費６千２百７９万３千３６８円で構成比１７．９％、

ごみ処理施設費２億８千８百３０万２千９０５円で構成比８２．１％となっております。 

２ページをお開き願います。歳入歳出決算書でありますが、歳入１款、分担金及び負担

金１項、分担金予算額３億１千１百１万円に対して収入済額２億８千１百５３万９千７１

８円となり、差額２千９百４７万２８２円につきましては、構成市町それぞれに清算還付

をしたところであります。その結果ですが、２８ページをお開き願います。実質収支に関

する調書のとおり、歳入総額、歳出総額とも３億５千１百８１万２千１２４円、歳入歳出

差引額は０円となったところであります。 

次に、組合の財産についてでありますが、財産に関する調書といたしまして、３１ペー

ジから３２ページに記載しておりますので、ご高覧いただきたいと存じます。 

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます 
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〇議長 

つづいて監査委員の審査意見の報告を求めます。 

（監査委員挙手） 

 監査委員。 

○監査委員 

それでは、私から地方自治法第２３３条第２項の規定により、審査に付された令和６年 

度砂川地区保健衛生組合会計財務会計決算書等付属書類及び財産に関する調書に対する決

算審査意見を申し上げます。 

決算審査意見書の２ページをご覧いただきたいと存じます。決算審査は、例月出納検査

及び定期監査の結果を踏まえて行った結果、計数は正確であり、予算執行も正確に処理さ

れ適正なものと認めたところであります。 

４ページをご覧ください。令和６年度の歳入歳出予算額３億６，８０９万５千円は、当

初予算額３億６，４７３万７千円を３３５万８千円増額補正したもので、歳入歳出の決算

額は３億５，１８１万２，１２４円執行率９５．６％となり、１，６２８万２,８７６円の

不用額を生じたところでございます。不用額の主なものは、保健衛生費の火葬場費の需用

費、ごみ処理施設管理費の需用費及び委託料であります。 

６ページをお開き願います。決算額を前年度と比較すると、歳入歳出とも６３６万２,０

２４円１．８％減少しております。減少した主な要因につきましては、９ページの参考資

料、保健衛生組合会計決算推移の歳出欄でご説明申し上げます。減少した主な要因は、保

健衛生費の火葬場費の需用費が増加したものの、ごみ処理施設管理費の委託料が減少した

ことによるものであります。 

当組合は、構成市町の理解と協力のもとに運営され、関係職員により適正に事務処理さ

れており、今後とも効率的な運営を希望し決算審査意見とするものでございます。 

 

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

（なし） 

これで質疑を終わります。 

 つづいて討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（なし） 

 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これより議案第５号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

（異議なし） 

 ご異議なしと認め、原案のとおり認定されました。 
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◎報告第１号 事務報告書の提出について 

 

〇議長 

日程第１０、報告第１号 事務報告書の提出についてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

（事務局次長挙手） 

 事務局次長。 

〇事務局次長 

報告第１号 事務報告書についてご説明申し上げます。 

１ページをご覧ください。令和６年度吉野斎苑利用状況 (火葬炉) についてご説明申し

上げます。下段合計欄の中ほど小計でご説明いたします。死体につきましては、１３歳以

上５７２体、１３歳未満なし。合計５７２体の火葬を行いました。そのうち構成市町外か

ら１３歳以上２０体の火葬がありました。市町別の内訳は記載のとおりであります。その

他の火葬についてでありますが、死胎 ・ 胞衣は利用が無く、身体の一部につきましては

６件、全体の合計は５７８件、使用料の合計は１千２百１６万４千円であります。 

２ページをご覧ください。令和６年度動物炉使用件数についてご説明申し上げます。４

月から３月までの計の欄でご説明いたしますが、砂川市３２９件、歌志内市３５件、上砂

川町２８件、奈井江町７９件、 浦臼町３９件、右端に記載の合計５１０件であります。右

下に記載の使用料合計は２百７６万３千３１０円であります。 

３ページをご覧ください。令和６年度クリーンプラザくるくる一般廃棄物受入搬入状況

についてご説明申し上げます。４月から３月末の稼働日数は３０９日間であります。各市

町の右手、合計の欄で説明いたします。燃やせるごみ・燃やせないごみ・粗大ごみ・生ご

み・資源ごみ・危険ごみ、合計で、砂川市５３７万２０kg、奈井江町１３１万６千１３０

kg、浦臼町４１万２千１１０kg、歌志内市７２万５千５３０kg、上砂川町６０万７千４９

０kg、合計８４３万１千２８０kgの受入搬入となっております。 

以上で説明とさせて頂きます。 

  

〇議長 

 これより質疑に入ります。 

 ご発言ありませんか。 

（なし） 

 これで質疑を終わります。 

 以上で事務報告を終わります。 

 

    ◎日程第８ 報告第２号 定期監査報告 

          報告第３号 例月出納検査報告 

〇議長 

日程第１１、報告第２号 定期監査報告並びに、報告第３号 例月出納検査報告を一括議
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題とします。 

 定期監査報告並びに例月出納検査報告は、文書で配布のとおりであります。 

 これより報告第２号、報告第３号の質疑に入ります。 

ご発言ありませんか。 

（なし）   

これで質疑を終わります。 

以上で報告第２号 定期監査報告並びに、報告第３号 例月出納検査報告を終わります 

 

    ◎閉会宣告 

〇議長 

以上で日程の全てを終了しました。 

これをもちまして、令和７年第２回砂川地区保健衛生組合議会定例会を閉会します。  

たいへんお疲れさまでした。 

 

              閉会 午後１時５８分 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  令和７年１１月２８日 

 

    議     長 

 

 

 

 

    会議録署名議員 

 

 

 

 

    会議録署名議員 


